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働き方改革の目指すもの

「働き方改革」は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔
軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革です。

日本が直面する「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」、
「働く方々のニーズの多様化」などの課題に対応するためには、
投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡
大や意欲・能力を存分に発揮できる環境をつくることが必要です。

働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択でき
る社会を実現することで、成長と分配の好循環を構築し、働く人
一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指
します。

時間外労働の上限規制

長時間労働は、健康の確保を困難にするとともに、仕事と家庭
生活の両立を困難にし、少子化の原因、女性のキャリア形成を阻
む原因、男性の家庭参加を阻む原因となっています。

長時間労働を是正することによって、ワーク・ライフ・バラン
スが改善し、女性や高齢者も仕事に就きやすくなり労働参加率の
向上に結びつきます。

このため、今般の働き方改革の一環として、労働基準法が改正さ
れ、時間外労働の上限が法律に規定されました。

1

第196回通常国会において、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関
する法律」が成立しました。

（法律の概要等はこちら↓）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

本パンフレットでは、その中の「時間外労働の上限規制」について解説します。
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労働基準法における労働時間の定め

労働基準法では、労働時間は原則として、１日８時間・１週40時間以内とされています。
これを「法定労働時間」といいます。また、休日は原則として、毎週少なくとも１回与
えることとされています（このパンフレットではこれを「法定休日」といいます。）。

法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合に
は、
労働基準法第36条に基づく労使協定（36（サブロク）協定）の締結
所轄労働基準監督署長への届出

が必要です。

36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決めなけ
ればなりません。

労働時間は労働基準法によって上限が定められており、労使の合意に基づく所定の手続きを
とらなければ、これを延長することはできません。

時間外労働・休日労働をさせるためには、36協定の締結が必要です。

これまで、36協定で定める時間外労働については、厚生労働大臣の告示（※）によって、
上限の基準が定められていましたが、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなけ
ればならない特別の事情が予想される場合には、特別条項付きの36協定を締結すれば、
限度時間を超える時間まで時間外労働を行わせることが可能でした。

（※）労働基準法第36条第１項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準（限度基準告示）

これまで、時間外労働の上限は大臣告示によって基準が設けられていま
した。
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Ⅰ．法令解説編

Point１の労働時間・休日に関する原則は今回の法改正によっても変わりません。
今回の改正によって、Point２のこれまで告示にとどまっていた時間外労働の上限が、罰則付
きで法律に規定されました。（改正内容は次ページ）

！

労働時間・休日に関する原則

法律で定められた労働時間の限度

１日 ８時間 １週 40時間及び
これを超えるには、
36協定の締結・届出が必要です。

法律で定められた休日

毎週少なくとも１回



改正内容（時間外労働の上限規制）
（大企業：2019年４月～、中小企業：2020年４月～）

時間外労働の上限が罰則付きで法律に規定されます。
さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることができない上限
が設けられます。

これまでの限度基準告示による上限は、罰則による強制力がなく、また特別条項を設けるこ
とで上限無く時間外労働を行わせることが可能となっていました。今回の改正によって、罰
則付きの上限が法律に規定され、さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることの
できない上限が設けられます。
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（改正前）上限規制の
イメージ

１年間＝12か月

法定労働時間
１日８時間
週40時間

上限なし
(年６か月まで)

大臣告示による上限
（行政指導）

月45時間
年360時間

（改正後）
法律による上限
(特別条項/年６か月まで)
年720時間
複数月平均80時間＊
月100時間未満＊

＊休日労働を含む

今回の改正によって、法律上、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間と
なり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合（特別条項）でも、以下を守らなけれ
ばなりません。
時間外労働が年720時間以内
時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
時間外労働と休日労働の合計について、「２か月平均」「３か月平均」「４か月平
均」「５か月平均」「６か月平均」が全て１月当たり80時間以内
時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年６か月が限度

上記に違反した場合には、罰則（６か月以下の懲役または30万円以下の罰金）が科され
るおそれがあります。

法律による上限
（原則）

月45時間
年360時間

特別条項の有無に関わらず（※）、１年を通して常に、時間外労働と休日労働の合計は、月
100時間未満、２～６か月平均80時間以内にしなければなりません。

！

（※）例えば時間外労働が45時間以内に収まって特別条項にはならない場合であっても、時間外労働＝44
時間、休日労働＝56時間、のように合計が月100時間以上になると法律違反となります。
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中小企業への上限規制の適用は１年間猶予されます。

業種
資本金の額または
出資の総額

常時使用する
労働者数

小売業 5,000万円以下

または

50人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下

卸売業 １億円以下 100人以下

その他
（製造業、建設業、運輸業、その他）

３億円以下 300人以下

上限規制の施行は2019年４月１日ですが、中小企業に対しては１年間猶予され2020年
４月１日からとなります。

中小企業の範囲については、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者
の数」のいずれかが以下の基準を満たしていれば、中小企業に該当すると判断されます。
なお、事業場単位ではなく、企業単位で判断されます。

※業種の分類は、日本標準産業分類に従って判断されます。

業種 日本標準産業分類

小売業 大分類I（卸売業、小売業）
のうち

中分類56（各種商品小売業）、中分類57（織物・衣服・身の回り品小売
業）、中分類58（飲食料品小売業）、中分類59（機械器具小売業）、中
分類60（その他の小売業）、中分類61（無店舗小売業）

大分類M（宿泊業、飲食サー
ビス業）のうち

中分類76（飲食店）、中分類77（持ち帰り・配達飲食サービス業）

サービス業 大分類G（情報通信業）のう
ち

中分類38（放送業）、中分類39（情報サービス業）、中分類411（映像
情報制作・配給業）、中分類412（音声情報制作業）、中分類415（広告
制作業）、中分類416（映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス
業）

大分類K（不動産業、物品賃
貸業）のうち

中分類693（駐車場業）、中分類70（物品賃貸業）

大分類L（学術研究、専門・
技術サービス業）

大分類M（宿泊業、飲食サー
ビス業）のうち

中分類75（宿泊業）

大分類N（生活関連サービス
業、娯楽業）

ただし、小分類791（旅行業）は除く

大分類O（教育、学習支援
業）

大分類P（医療、福祉）

大分類Q（複合サービス業）

大分類R（サービス業＜他に
分類されないもの＞）

卸売業 大分類I（卸売業、小売業）
のうち

中分類50（各種商品卸売業）、中分類51（繊維、衣服等卸売業）、中分
類52（飲食料品卸売業）、中分類53（建築材料、鉱物・金属材料等卸売
業）、中分類54（機械器具卸売業）、中分類55（その他の卸売業）

その他（製造業、
建設業、運輸業、
その他）

上記以外のすべて

（参考）日本標準産業分類（2013年10月改定（第13回改定））
http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/index.htm

（大分類）
A.農業，林業 B.漁業 C.鉱業，採石業，砂利採取業 D.建設業 E.製造業 F.電気・ガス・熱供給・水道業
G.情報通信業 H.運輸業，郵便業 I.卸売業，小売業 J.金融業，保険業 K.不動産業，物品賃貸業
L.学術研究，専門・技術サービス業 M.宿泊業，飲食サービス業 N.生活関連サービス業，娯楽業
O.教育，学習支援業 P.医療，福祉 Q.複合サービス事業 R.サービス業（他に分類されないもの）
S.公務（他に分類されるものを除く） T.分類不能の産業
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上限規制の適用が猶予・除外となる事業・業務があります。

上限規制の施行に当たっては、経過措置を設けています。

以下の事業・業務については、上限規制の適用が５年間猶予されます。

事業・業務 猶予期間中の取扱い
（2024年３月31日まで）

猶予後の取扱い
（2024年４月１日以降）

建設事業

上限規制は適用されません。

災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がす
べて適用されます。
災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労
働と休日労働の合計について、
月100時間未満
２～６か月平均80時間以内

とする規制は適用されません。

自動車運転
の業務

特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時
間外労働の上限が年960時間となります。
時間外労働と休日労働の合計について、
月100時間未満
２～６か月平均80時間以内

とする規制は適用されません。
時間外労働が月45時間を超えることができる
のは年６か月までとする規制は適用されません。

医師 具体的な上限時間は今後、省令で定めることとさ
れています。

鹿児島県及
び沖縄県に
おける砂糖
製造業

時間外労働と休日労働の合計に
ついて、
月100時間未満
２～６か月平均80時間以内

とする規制は適用されません。

上限規制がすべて適用されます。

新技術・新商品等の研究開発業務については、上限規制の適用が除外されています。

なお、今回の法改正によって労働安全衛生法が改正され、新技術・新商品等の研究開発
業務については、 １週間当たり40時間を超えて労働した時間が月100時間を超えた労働
者に対しては、医師の面接指導が罰則付きで義務付けられました。

事業者は、面接指導を行った医師の意見を勘案し、必要があるときには就業場所の変更
や職務内容の変更、有給休暇の付与などの措置を講じなければなりません。

施行に当たっては経過措置が設けられており、2019年４月１日（中小企業は2020年４
月１日）以後の期間のみを定めた36協定に対して上限規制が適用されます。2019年３月
31日を含む期間について定めた36協定については、その協定の初日から１年間は引き続
き有効となり、上限規制は適用されません。

2019/4/1

2019/3/31以前と2019/4/1以後に跨がる期間
の協定は、１年間は引き続き有効。

2019/3/31

2020/3/31

１年経過以後は（2019/10/1開始の協定からは）
上限規制が適用。

施行日

2018/10/1 2019/9/30 2019/10/1 2020/9/30

2019/4/1

2019/4/1から始まる期間の協定は、
上限規制が適用

（例）36協定の始期が
2019/4/1の場合

（例）36協定の始期が
2018/10/1の場合
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コラム 「所定」と「法定」の違い
今回の法改正の内容を正しく理解していただくには、まず「時間外労働」と「休日労
働」について、法律上の規定を正しく理解していただくことが必要です。

時間外労働については、一般的に考えられている「残業」と法律上の「時間外労働」が
異なっている場合があるので注意が必要です。

いわゆる「残業」というと、会社で定めた「所定労働時間」を超える時間のことを指す
と考える方が多いのではないでしょうか。一方、法律上の「時間外労働」とは、労働基
準法で定められた「法定労働時間」（１日８時間・１週40時間）を超える時間のことを
いいます。（このパンフレットにおける「時間外労働」は、後者を指しています。）

休日労働についても同様に注意が必要です。

いわゆる休日労働というと、会社で定める「所定」休日に労働した時間と考える方が多
いのではないでしょうか。一方、法律上の休日労働とは、労働基準法で定められた「法
定」休日に労働した時間のことをいいます。

労働基準法では原則として、使用者は労働者に対して毎週少なくとも１回休日を与えな
ければならないとされています。このため、「法定」休日とは、１週間につき１日の休
日のことをいいます。（このパンフレットにおける「休日労働」は、法定休日に労働さ
せることをいいます。）

ここも注目 労働時間の適正な把握（労働安全衛生法の改正）

労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、
使用者には、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務があります。

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」（平成
29年）では、使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにしています。

このガイドラインでは、管理監督者やみなし労働時間制が適用される労働者は対象外と
なっていますが、今回の法改正においては、長時間労働者に対する医師による面接指導
の履行確保を図るため、労働安全衛生法を改正し、これらの方の労働時間の状況（※）に
ついても、労働安全衛生規則に規定する方法で把握しなければならないこととなりまし
た。
※労働時間の状況･･･いかなる時間帯にどのくらいの時間、労務を提供しうる状態にあったかという概念。

労働時間の状況の把握は、タイムカードによる記録、PC等の使用時間の記録等の客観的
な方法や使用者による現認が原則となります。これらの方法をとることができず、やむ
を得ない場合には、適正な申告を阻害しない等の適切な措置を講じた上で自己申告によ
ることができます。

事業者は、労働時間の状況の記録を作成し、３年間保存する必要があります。

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」

☞ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html

例えば、始業時刻が9:00、休憩時間が12:00～13:00、終業時刻が17:30の会社であれば、所定労働時間は
7:30となります。

この場合に、9:00に始業し18:00に終業した労働者については、いわゆる「残業」は30分になりますが、
法律上の「時間外労働」は無しとなります。ただし、残業手当の算定基準を、「所定労働時間」を超える時
間とするか、「法定労働時間」を超える時間とするかは、労使の定めによって決まります。

例えば、毎週土曜・日曜を所定休日、そのうち日曜を法定休日と定めている事業場であれば、土曜日に労働
した時間は「法定」休日労働には該当せず、日曜日に労働した時間が「法定」休日労働となります。

月曜～土曜までに労働した時間が40時間を超えていた場合には、超えた時間は「時間外労働」にカウント
されるので、注意が必要です。



36協定で定める時間外労働及び休日労働について留
意すべき事項に関する指針
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今回の法改正とあわせて、時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的として、
36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意していただくべき事項に関して、新
たに指針を策定しました。３６協定の締結に当たっては、この指針の内容に留意してくださ
い。

使用者は、36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負いま
す。また、労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まることに留意する
必要があります。（指針第３条）

36協定の範囲内で労働させた場合であっても、労働契約法第５条の安全配慮義務を負うこ
とに留意しなければなりません。

「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」（平成13年12月12日付け基発第1063号厚
生労働省労働基準局長通達）において、

１週間当たり40時間を超える労働時間が月45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心
臓疾患の発症との関連性が徐々に強まるとされていること

さらに、１週間当たり40時間を超える労働時間が月100時間又は２～６か月平均で80時
間を超える場合には、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強いとされていること

に留意しなければなりません。

時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。（指針第２条）

時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきものであり、労使がこのことを十
分意識した上で36協定を締結する必要があります。

時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にして
ください。（指針第４条）

例えば、各種の製造工程において、それぞれ労働時間管理を独立して行っているにもかか
わらず、「製造業務」とまとめているような場合は、細分化は不十分となります。

臨時的な特別の事情がなければ、限度時間（月45時間・年360時間）を超え
ることはできません。限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、できる
限り具体的に定めなければなりません。この場合にも、時間外労働は、限度時
間にできる限り近づけるように努めてください。（指針第５条）

限度時間を超えて労働させることができる場合を定めるに当たっては、通常予見すること
のできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場
合をできる限り具体的に定めなければなりません。
「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くお
それがあるものは認められません。
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１か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間（※）を超えな
いように努めてください。（指針第６条）

（※）目安時間 １週間：15時間、２週間：27時間、４週間：43時間

休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努めてください。
（指針第７条）

限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保してください。
（指針第８条）

限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保するための措置について、次の中
から協定することが望ましいことに留意しなければなりません。
(1) 医師による面接指導

(2) 深夜業（22時～５時）の回数制限

(3) 終業から始業までの休息時間の確保（勤務間インターバル）

(4) 代償休日・特別な休暇の付与

(5) 健康診断

(6) 連続休暇の取得

(7) 心とからだの相談窓口の設置

(8) 配置転換

(9) 産業医等による助言・指導や保健指導

限度時間が適用除外・猶予されている事業・業務についても、限度時間を勘案
し、健康・福祉を確保するよう努めてください。（指針第９条、附則第３項）

限度時間が適用除外されている新技術・新商品の研究開発業務については、限度時間を勘
案することが望ましいことに留意しなければなりません。また、月45時間・年360時間を超
えて時間外労働を行う場合には、⑦の健康・福祉を確保するための措置を協定するよう努め
なければなりません。

限度時間が適用猶予されている事業・業務については、猶予期間において限度時間を勘案
することが望ましいことに留意しなければなりません。

時間外労働は原則として限度時間を超えないものとされていることに十分留意し、限度時
間を超える場合でも、(1)１か月の時間外労働及び休日労働の時間、 (2)１年の時間外労働
時間、を限度時間にできる限り近づけるように努めなければなりません。

限度時間を超える時間外労働については、25％を超える割増賃金率とするように努めなけ
ればなりません。

限度時間を超えて労働させる場合、月末２週間に80時間、翌月初２週間に80時間、合わせて連
続した４週間に160時間の時間外労働を行わせるなど、短期に集中して時間外労働を行わせるこ
とは望ましくありません。

！



年次有給休暇の時季指定義務

労働基準法では、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として、一定の要件を満た
す労働者に対し、毎年一定日数の年次有給休暇を与えることを規定しています。（※）

年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、職場
への配慮やためらい等の理由から取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課
題となっています 。

このため、今般、労働基準法が改正され、2019（平成31）年４月から、全ての企業におい
て、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年
５日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。

（※）年次有給休暇（労働基準法第39条）

雇入れの日から起算して６か月継続勤務し、全労働日の８割以上出勤した労働者（管理監督者を含む）には、年10
日の有給休暇が付与されます。

継続勤務６年６か月で年20日が限度となります。

パートタイム労働者など所定労働日数が少ない労働者については、所定労働日数に応じた日数の有給休暇が比例
付与されます。

時季指定義務のポイント

対象者は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者（管理監督者を含む）に限ります。

労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日（基準日）から１年以内に５日について、使用
者が取得時季を指定して与える必要があります。

年次有給休暇を５日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。

（※）労働者が自ら申し出て取得した日数や、労使協定で取得時季を定めて与えた日数（計画的付与）については、５日か
ら控除することができます。
（例）  労働者が自ら５日取得した場合 ⇒ 使用者の時季指定は不要

 労働者が自ら３日取得＋計画的付与２日の場合 ⇒ 〃

 労働者が自ら３日取得した場合 ⇒ 使用者は２日を時季指定

 計画的付与で２日取得した場合 ⇒ 〃 ３日 〃

労働者 使用者

労働者の申出による取得（原則）

｢○月×日に
休みます」

労働者が使用者に
取得時季を申出

使用者の時季指定による取得（新設）

使用者が労働者に
取得時季の意見を聴取

労働者の意見を尊重し
使用者が取得時季を指定

｢○月×日に休ん
でください」

労働者 使用者

法定の基準日（雇入れの日から半年後）より前に年次有給休暇を付与する場合
などの時季指定義務の取扱いについては、裏面を参照してください。

４/１
入社

１０/１ ４/１

10日付与（基準日）

１０/１～翌９/３０までの１年間に５日
取得時季を指定しなければならない。

９/３０

（例）４/１入社の場合

•使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよ
う努めなければなりません。

•使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、３年間保存しなければなり
ません。



※法定の基準日と異なり、
 入社日から年次有給休暇を付与する場合や、
 全社的に年次有給休暇の起算日を合わせるために２年目以降に付与日を変える場合
などについては、以下のような取扱いとなります。

http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

ご不明な点やご質問がございましたら、厚生労働省または事業場の所在地を管轄する都道府県労働局、労
働基準監督署におたずねください。

 問合せ先：厚生労働省 労働基準局 労働条件政策課 03-5253-1111（代表）

 最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署は以下の検索ワードまたはQRコードから参照できます。

検索ワード： 都道府県労働局 または 労働基準監督署

（2018.9）

①法定の基準日（雇入れの日から半年後）より前に10日以上の年次有給休暇を付与する場合

⇒使用者は付与した日から１年以内に５日指定して取得させなければなりません。

４/１入社 １０/１ ３/３１

法定の基準日10日付与

９/３０

（例）４/１入社時に10日
付与する場合

通常は１０/１～翌９/３０までの１年間に５日取得させるこ
とになるが、４/１に前倒しで付与した場合には、４/１～翌
３/３１までの１年間に５日取得させなければならない。

５日取得

②入社した年と翌年で年次有給休暇の付与日が異なるため、５日の指定義務がかかる１年間の期間
に重複が生じる場合（全社的に起算日を合わせるために入社２年目以降の社員への付与日を統一
する場合など）

⇒重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間（前の期間の始期から後の期間の終期までの期間）
の長さに応じた日数（比例按分した日数）を、当該期間に取得させることも認められます。

４/１入社

通常は１年目の１０/１～翌９/３０までの１年間に５日取得さ
せ、２年目の４/１～翌３/３１までの１年間に５日取得させる
ことになるが、期間の重複が生じるため管理が複雑になる。

１０/１ ４/１

１年目の付与日
（10日付与）

９/３０

２年目の付与日
（11日付与）

３/３1

この場合には、１０/１～翌々３/３１までの期間（18箇月）に、
５日÷12×18＝７．５日以上取得させることも認められる。

（例）４/１入社で、
初年度は１０/１に付与
翌年度は４/１に付与
する場合

５日取得

５日取得

７．５日以上取得

④10日のうち一部を法定の基準日より前倒しで付与し、労働者が自ら年次有給休暇を取得した場合

⇒分割して前倒しで付与した場合には、付与日数の合計が10日に達した日からの１年間に５日の
指定義務がかかります。当該日以前に、分割して前倒しで付与した年次有給休暇について労働
者が自ら取得していた場合には、取得した日数を５日の指定義務から控除することができます。

４/１
入社

７/１～翌６/３０までの１年間に５日取得させることが必要。

７/１

５日付与

６/３０

５日付与

ただし、４/１～６/３０までに労働者が自ら年次有給休暇を取得して
いた場合には、取得した日数を５日から控除することができる。

（例）４/１入社時に５日付与
し、７/１に残り５日付与
する場合

←合計10日に到達

５日取得

③上記①・②の期間経過後は当該期間の最終日の翌日からの１年間に５日の指定義務がかかります。

（例）上記①の場合

４/１
入社

10日付与

１０/１

法定の基準日

①の期間

３/３１ ４/１

次の期間

（例）上記②の場合

４/１
入社

１０/１

１年目の付与日

４/１

②の期間 次の期間

２年目の付与日

９/３０ ４/１

５日取得 ５日取得

５日取得７．５日以上取得

３/３１

３/３１３/３１

http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/



